
第６８号議案 

 

 

公益的法人等への町田市職員の派遣に関する条例の一部を改正する条例 

 

 

 

上記の議案を提出する。 

 

平成２８年(２０１６年)８月３０日 

 

                                        提出者  町田市長  石 阪 丈 一 



公益的法人等への町田市職員の派遣に関する条例の一部を改正する条例 

公益的法人等への町田市職員の派遣に関する条例（平成１４年３月町田市条例第４

号）の一部を次のように改正する。 

 第７条第１項中「同条例第４条第１項及び第６条」を「退職手当条例第４条第２項

第１号及び第４条の２」に改める。 

 別表を次のように改める。 

別表（第２条関係） 

区分 団体名 

第２条第２項第２号に該当する団体 公益財団法人東京市町村自治調査会 

附 則 

この条例は、平成２９年４月１日から施行する。ただし、第７条第１項の改正規定

は、公布の日から施行する。 



＿部分は改正部分 

公益的法人等への町田市職員の派遣に関する条例新旧対照表 

改正後 改正前 

 （職務に復帰した職員等に関する町田市職員

退職手当支給条例の特例） 

第７条 職員派遣後職務に復帰した職員が退職

した場合（派遣職員がその職員派遣の期間中

に退職した場合を含む。）における町田市職

員退職手当支給条例（昭和３３年２月町田市

条例第１３号。以下「退職手当条例」という。）

の規定の適用については、派遣先団体の業務

に係る業務上の傷病又は死亡は退職手当条例

第４条第２項第２号及び第４条の２に規定す

る公務上の傷病又は死亡と、当該業務に係る

労働者災害補償保険法第７条第２項に規定す

る通勤による傷病は退職手当条例第４条第２

項第１号及び第４条の２に規定する通勤によ

る傷病とみなす。 

（職務に復帰した職員等に関する町田市職員

退職手当支給条例の特例） 

第７条 職員派遣後職務に復帰した職員が退職

した場合（派遣職員がその職員派遣の期間中

に退職した場合を含む。）における町田市職

員退職手当支給条例（昭和３３年２月町田市

条例第１３号。以下「退職手当条例」という。）

の規定の適用については、派遣先団体の業務

に係る業務上の傷病又は死亡は退職手当条例

第４条第２項第２号及び第４条の２に規定す

る公務上の傷病又は死亡と、当該業務に係る

労働者災害補償保険法第７条第２項に規定す

る通勤による傷病は同条例第４条第１項及び

第６条に規定する通勤による傷病とみなす。 

２・３ 略 ２・３ 略 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

区分 団体名 

第２条第２項第２号

に該当する団体 

公益財団法人東京市

町村自治調査会 
 

区分 団体名 

第２条第２項第１号

に該当する団体 

一般財団法人 町田

市文化・国際交流財団 
 

 


